
330.　3.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

4月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

問い合わせ先会場時間相談日予約開始日相談員相談内容・定員

予約は各予約
開始日の午前
８時半から電
話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

市役所２階
相談室

午前１０時
から

４日（水）
１１日（水）３月２９日（木）

弁護士法律相談
（各日8人） １８日（水）

２５日（水）４月１２日（木）

午後１時
から４日（水）３月２７日（火）

司法書士不動産・相続・会社の
登記等相談（5人）

午前１０時
から土地家屋調査士表示登記・土地の境界

等相談（4人）

午後１時
から

１１日（水）４月５日（木）行政書士相続・遺言・成年後見
等手続き相談（5人）

１８日（水）
４月１０日（火）税理士税務相談（5人）

午後１時半
から４月１２日（木）人権擁護委員人権・身の上相談（4人）

午後１時
から

５日（木）３月２９日（木）宅地建物取引士不動産取引相談（5人）

２５日（水）４月１９日（木）
弁護士交通事故相談（5人）

午前１０時
から社会保険労務士年金・労災・雇用・保険・

人事管理等相談（4人）

各予約開始日
の午前９時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

市役所２階
相談室

午前１０時～
午後１時２日（月）

３月２８日（水）女性
カウンセラー

女性の悩みごと相談
（各日3人） 午後１時半

～４時半

９日（月）
１６日（月）
２３日（月）
２７日（金）４月１１日（水）

午前９時半～
午後０時半６日（金）３月２３日（金）女性弁護士女性弁護士による

法律相談（3人）
市商工会
☎４７１・７５７７

東久留米市
商工会館

午前１０時～
午後４時平日前日までに市商工会

経営指導員経営相談

問い合わせ先相談員会場時間相談日相談内容
同協会事務
局・桑原建築
設計事務所
☎４７６・１５１５

東久留米建築
設計協会会員

市役所１階
屋内ひろば

午後２時～
５時１３日（金）耐震相談

中央相談室
☎４７３・３６６７教育相談員

中央教育相談室
（成美教育文化会
館内教育センター）午前１０時～

午後５時

火曜～
土曜日教育相談

※電話相談も可。 滝山相談室
☎４７５・８９０９

滝山教育相談室
（西中学校隣）

月曜～
金曜日

児童青少年課
☎４７０・７７３６

母子・父子自
立支援員

児童青少年課
（市役所２階）

午前８時半
～午後５時開庁日母子・父子相談

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

身体障害者
相談員

市役所１階相談室午前１０時～
正午

１３日（金）身体障害者相談

知的障害者
相談員１１日（水）知的障害者相談

同センター
☎４７７・２７１１

さいわい福祉
センター支援
員

さいわい
福祉センター午前９時～

午後５時
平日心身障害者（児）

相談

※直接会場へ。ハローワーク
三鷹職員

市役所２階
ワークコーナー開庁日職業相談

※直接会場へ。
市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所１階
屋内ひろば午前１０時～

正午、
午後１時～
４時

１２日（木）住宅増改築相談

市消費者セン
ター
☎４７３・４５０５
※直接会場へ。

消費生活相談
員

生活文化課
（市役所２階）平日消費者相談

※電話相談も可。

生活文化課
☎４７０・７７３８行政相談委員４月は実施しません行政相談

健康課保健サ
ービス係
☎４７７・００２２

助産師・
保健師ご自宅希望する方は右記へ

問い合わせください。
妊婦訪問
赤ちゃん訪問

福祉総務課
☎４７０・７７４１相談支援員福祉総務課

（市役所１階）
午前９時～
午後４時開庁日生活困窮者自立

相談

　
３
月　
日
（
月
）
は
、
国

２６

民
健
康
保
険
税
第
９
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵

便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

市
税
な
ど
の
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
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義
務
教
育
就
学
児
医
療
証（
マ
ル
子
医
療
証
）ををををををををををををををを
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まままままままままままままま

送
付
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすす

新
小
学
１
年
生
の

保
険
料
が
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
、

４
月
か
ら
年
金
天
引
き
が
始
ま
る
方
へ

保
険
料
の
仮
徴
収
を
行
い
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

義務教育就学児医療費助成　所得制限限度額
※９月３０日（日）までは２９年度（２８年中）の所得額で判定します。

収入額の目安所得額扶養親族等の数
８３３万３,０００円６２２万円０人
８７５万６,０００円６６０万円１人
９１７万８,０００円６９８万円２人

９６０万円７３６万円３人
１,００２万１,０００円７７４万円４人
１,０４２万１,０００円８１２万円５人

※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額。実
際の判定は所得額で行います。

※年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に換算します。
　☆所得制限額に加算する金額
　・老人扶養親族１人につき　６万円
　・扶養親族等が６人以上の場合は１人につき　３８万円
　☆所得額から控除できる金額
　・社会保険料相当額　一律８万円
　・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除　相当額
　・障害者控除　（普通）２７万円　（特別）４０万円
　・寡婦・寡夫控除　（普通）２７万円　（特別）３５万円
　・勤労学生控除　２７万円

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
、

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

で
納
め
る
方
は
、
年
６
回
の
年
金

支
給
月
に
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

４
月
・
６
月
・
８
月
は 

保
険
料
の
「
仮
徴
収
期
間
」
で
す

　
年
間
の
保
険
料
額
は
、
毎
年
７

月
に
市
民
税
・
都
民
税
の
所
得
内

容
を
基
に
算
定
し
、
決
定
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
年
間
保
険
料
額
が
決

定
す
る
ま
で
は
「
仮
徴
収
期
間
」

と
し
て
、
同
年
２
月
と
同
額
の
保

険
料
を
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の

３
回
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

７
月
に
年
間
保
険
料
額
が
決
定
し

た
後
は
、す
で
に「
仮
徴
収
期
間
」

で
納
め
た
保
険
料
と
の
差
額
を
、

　
月
・　

月
・
翌
年
２
月
の
３
回

１０

１２

で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
保
険
料
の 

年
金
天
引
き
が
始
ま
る
方
へ

　
４
月
上
旬
に
、「
仮
徴
収
額
決
定

通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」
を
送
付

し
ま
す
。４
月・６
月・８
月
は「
仮

徴
収
期
間
」
と
し
て
算
定
し
た
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
【
対
象
】　

年　
月
初
旬
ま
で
に
、

２９

１０

　
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方
や
転

７５入
し
た
方
な
ど
の
う
ち
、
４
月
か

ら
新
た
に
保
険
料
が
年
金
天
引
き

さ
れ
る
方

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ 

納
付
方
法
の
変
更
が
可
能
で
す

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
申
し
出
に
よ
り

口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
変
更
を
希
望
す
る
方
は
、
①
口

座
番
号
が
分
か
る
も
の
（
預
金
通

帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）

②
通
帳
届
け
出
印
③
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
（
す
で
に
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振
替

を
登
録
し
て
い
る
方
は
③
の
み
）

を
持
参
の
上
、
保
険
年
金
課
高
齢

者
医
療
係
（
市
役
所
１
階
）
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
中
に
手
続
き
を
し
た
場
合
、

６
月
の
年
金
天
引
き
か
ら
中
止
に

な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

　
市
で
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
に
基
づ
き
、　
年
３
月
に「
東

２７

久
留
米
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画
」を
策
定
し
、子
ど
も・

子
育
て
を
取
り
巻
く
環
境
の
整
備
、

支
援
の
取
り
組
み
を
一
層
促
進
す

る
と
と
も
に
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
提
供
体
制
の
確
保
の
推
進

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
同
計
画
の
期
間
は
、　

年
度
～

２７

　
年
度
の
５
年
間
で
す
が
、
策
定

３１時
の
就
学
前
人
口
の
推
計
と
そ
の

実
績
に
一
定
の 
乖
離 
が
あ
る
こ
と

か
い
り

な
ど
か
ら
、
こ
の
た
び
中
間
年
の

見
直
し
（
補
正
）
を
実
施
し
ま
し

た
。
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
東

久
留
米
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

で
の
議
論
と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。

　
同
計
画
の
見
直
し
の
内
容
は
、

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
同
１
階
）、

中
央
・
滝
山
・
東
部
・
ひ
ば
り
が

丘
の
各
図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
０
へ
。

　
市
で
は
、「
東
久
留
米
市
保
育
サ

ー
ビ
ス
の
施
設
整
備
・
運
営
及
び

提
供
体
制
に
関
す
る
実
施
計
画
」

を
策
定
し
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

待
機
児
童
解
消
と
さ
ら
な
る
民
間

活
力
の
導
入
に
よ
る
効
率
的
な
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、「
東
久
留
米
市
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
の

中
間
年
の
見
直
し
（
補
正
）
に
伴

い
「
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
の
量

の
見
込
み
な
ど
の
補
正
へ
の
対

応
」「
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
整
備

計
画
の
進
捗
に
よ
る
記
載
変
更
な

ら
び
に
時
点
修
正
」
な
ど
を
行
う

た
め
、
同
実
施
計
画
を
改
訂
し
ま

し
た
。

　
今
後
は
改
訂
後
の
同
実
施
計
画

に
沿
っ
て
、「
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
施

設
整
備・運
営
」「
市
立
保
育
園
へ

の
民
間
活
力
の
活
用
」
の
取
り
組

み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
同
実
施
計
画
は
、
子
育

て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）、市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー（
同
１
階
）、中
央・

滝
山
・
東
部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各

図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
５
へ
。

　
現
在
、
乳
幼
児
医
療
証
（
マ
ル

乳
医
療
証
）
を
お
持
ち
で
、
４
月

に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
（　
２３

年
４
月
２
日
～　
年
４
月
１
日
生

２４

ま
れ
）
の
医
療
証
は
、
４
月
１
日

（
日
）
か
ら
マ
ル
子
医
療
証
に
切

り
替
え
に
な
り
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
４
月
１
日

（
日
）
か
ら
使
用
で
き
る
マ
ル
子

医
療
証
を
３
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。ご

注

意

（
１
）
マ
ル
子
医
療
証
に
は
所
得

制
限
（
下
表
参
照
）
が
あ
り
、
限

度
額
以
上
の
場
合
（
現
在
お
持
ち

の
マ
ル
乳
医
療
証
の
負
担
者
番
号

が「
８
８
１
３
２
４
５
１
」の
方
）

は
、
マ
ル
子
医
療
証
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん

（
２
）
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証

（
マ
ル
親
医
療
証
）
を
お
持
ち
で

課
税
世
帯
の
場
合
は
、
対
象
児
童

の
マ
ル
子
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。

非
課
税
世
帯
の
場
合
は
、
対
象
児

童
を
含
め
た
マ
ル
親
医
療
証
を
送

付
し
ま
す

（
３
）
世
帯
主
が
非
課
税
で
、
障

害
が
あ
る
児
童
の
場
合
は
、
心
身

障
害
者
医
療
費
助
成
（
マ
ル
障
医

療
証
）
を
受
給
で
き
る
場
合
が
あ

る
た
め
、
障
害
福
祉
課
（
市
役
所

１
階
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
　
詳
し
く
は
マ
ル
子
医
療
証
・
マ

ル
親
医
療
証
が
児
童
青
少
年
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
、
マ
ル
障
医

療
証
が
障
害
福
祉
課
☎
４
７
０
・

７
７
４
７
へ
。

心
身
障
害
児
通
園
施

心
身
障
害
児
通
園
施
設設

「
わ
か
く
さ
学
園

「
わ
か
く
さ
学
園
」」

　

年
度
入
園
児
を
追

年
度
入
園
児
を
追
加加

３０３０募
集
し
ま

募
集
し
ま
すす

　
【
対
象
】心
身
に
障
害
や
発

達
に
遅
れ
を
有
す
る
就
学
前

（
６
歳
未
満
）
の
児
童

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
申
し
込
み
は
３
月　

日
１５

（
木
）
～　
日
（
火
）
に
、

２０

所
定
の
申
請
書
（
わ
か
く
さ

学
園
で
配
布
中
）
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
同
学
園
へ

直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
審
査
に
よ
り
入
園
の
可

否
を
決
定
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
学
園
☎
４
６

７
・
３
２
７
５
へ
。

学
童
保
育
所
の 

職
員
募
集
説
明
会
を 

開

催

し

ま

す

　
学
童
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員

（
児
童
厚
生
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

次
の
通
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
、
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
４
月
９
日
（
月
）
午
前

　
時
～　
時

１０

１１

　
【
会
場
】市
役
所
５
階
５
０
２
会

議
室
　
【
内
容
】学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、

児
童
厚
生
員
（
嘱
託
員
・
臨
時
職

員
）
の
仕
事
の
内
容
、
応
募
資
格

な
ど
　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

「
東
久
留
米
市
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
整
備
・
運
営
及
び

提
供
体
制
に
関
す
る
実
施
計
画
」を
改
訂
し
ま
し
た

「
東
久
留
米
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」の

中
間
年
の
見
直
し（
補
正
）を
行
い
ま
し
た


